
 

 

長野市 PRESS RELEASE 

 

 令和６年４月２日 

 市は、長野市猫繁殖制限助成事業実施要綱により、猫の繁殖制限手術を助成しています

が、令和６年度は飼い主のいない猫等に対する助成金を増額します。 

市内にお住まいで、市内に生息する飼い主のいない猫の繁殖にお困りの方は、この助成

を利用して猫に対する不妊去勢手術にご協力をお願いします。 

市では、猫が好きな人もそうでない人も心地よく暮らせるまちづくりを目指し、飼い主のいない猫

の減少と多頭飼育崩壊の防止を目的として、猫の繁殖制限を推進しています。繁殖制限手術を行う前

に手続きが必要ですので、事前に長野市保健所動物愛護センターにお問い合わせください。 

 

１ 飼い猫に対する助成（令和５年度と助成額に変更はありません。） 

不妊手術 助成額 2,500円  去勢手術 助成額 1,500円 

計 500頭（不妊手術 300頭、去勢手術 200頭） 予算額 1,050,000円 

２ 飼い主のいない猫及び譲渡予定の猫に対する助成（令和５年度から雌 7,000 円、雄 4,000円増額しました。）  

市内に生息する飼い主のいない猫に対して市民が繁殖制限手術を実施する費用を助成します。手術

後に猫を屋内飼育する第三者へ譲渡する予定の猫に対しても同様に助成します。 

不妊手術 助成額 13,000円  去勢手術 助成額 10,000円 

計 1,000頭（不妊手術 600頭、去勢手術 400頭） 予算額 11,800,000円 

※飼い主のいない猫の繁殖制限助成をご利用いただく上で守っていただく内容 

① 繁殖制限手術時に猫の耳先端切除の実施を獣医師に依頼すること。 

② 猫の給餌は、決まった場所に適切な量を与え、置き餌はせず猫が食べ終えたら片付けること。 

③ 猫の糞尿被害軽減のため、屋外に猫用のトイレを設置すること。 

なお、市保健所動物愛護センターでは猫の繁殖制限手術を目的とした捕獲に限り、捕獲器を無料で

貸し出しています。飼い主のいない猫の捕獲が難しい場合にはご相談ください。 

３ 申請窓口と持ち物 

 市保健所動物愛護センター、豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条支所窓口で受け付けま

す。 

 申請の際、身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）をご持参ください。 

長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター （課長）大河内 雅彦  （担当）笠原 和浩  

TEL：026-262-1212  FAX：026-226-9981  E－mail：h-seikatu@city.nagano.lg.jp 

飼い主のいない猫への繁殖制限手術助成金を増額します 

 


